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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を搭載して真空処理装置を構成する複数のチャンバーを貫通して配設された搬送路
に沿って搬送されるキャリアに取付けられた加速度変化を測定できる加速度センサと、
　前記搬送路側に取付けられ、前記キャリアが前記基板を保持しているか否かを検出する
基板落下検出手段と、
　前記加速度センサで測定された測定値を処理するコンピュータと、を備える搬送振動監
視装置であって、
前記コンピュータは、
　前記キャリアが搬送されている状態で前記加速度センサによって測定された測定値と予
め設定された加速度の第１基準値とを比較する第１振動判定ステップと、
　前記測定値が前記第１基準値よりも大きいときに前記キャリアの搬送を停止する第１搬
送停止ステップと、
　前記測定値と予め設定された加速度の第２基準値とを比較する第２振動判定ステップと
、
　前記測定値が前記第２基準値よりも大きいときに前記キャリアに前記基板が保持されて
いるか否かを前記基板落下検出手段を用いて確認する基板確認ステップと、
　前記基板確認ステップにおいて前記キャリアに前記基板が保持されていないことが確認
されたときに前記キャリアの搬送を停止する第２搬送停止ステップと、を有する処理を行
うことを特徴とする搬送振動監視装置。
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【請求項２】
　基板を搭載して真空処理装置を構成する複数のチャンバーを貫通して配設された搬送路
に沿って搬送されるキャリアに取付けられた加速度変化を測定できる加速度センサと、
　前記搬送路側に取付けられ、前記キャリアが前記基板を保持しているか否かを検出する
基板落下検出手段と、
　前記加速度センサで測定された測定値を解析するコンピュータとを用いる搬送振動監視
方法であって、
　前記キャリアが搬送されている状態で前記加速度センサによって測定された測定値と予
め設定された加速度の第１基準値とを比較する第１振動判定ステップと、
　前記測定値が前記第１基準値よりも大きいときに前記キャリアの搬送を停止する第１搬
送停止ステップと、
　前記測定値と予め設定された加速度の第２基準値とを比較する第２振動判定ステップと
、
　前記測定値が前記第２基準値よりも大きいときに前記キャリアに前記基板が保持されて
いるか否かを確認する基板確認ステップと、
　前記基板確認ステップにおいて前記キャリアに前記基板が保持されていないことが確認
されたときに前記キャリアの搬送を停止する第２搬送停止ステップと、を有し、
　前記第１基準値は、前記第２基準値よりも大きな加速度の値であることを特徴とする搬
送振動監視方法。
【請求項３】
　前記第１搬送停止ステップ及び第２搬送停止ステップによって、前記キャリアの搬送が
停止されたときに、前記第1基準値又は前記第２基準値が検出された前記チャンバーの位
置情報が前記コンピュータに表示されることを特徴とする請求項２に記載の搬送振動監視
方法。
【請求項４】
　前記加速度センサを用いて加速度を測定した連続測定時間と予め設定された基準時間と
を比較し、前記連続測定時間が前記基準時間を超えたときに、前記加速度センサが取付け
られた前記キャリアが交換されることを特徴とする請求項２又は３に記載の搬送振動監視
方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インライン式成膜装置内で基板を搬送するキャリアの振動を測定する搬送振
動監視装置及び真空処理装置並びに搬送振動監視方法に係り、特に、インライン式成膜装
置内における基板搬送時にキャリアを介して基板に負荷される振動を常時監視することが
できる搬送振動監視装置及び真空処理装置並びに搬送振動監視方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インライン式成膜装置の基板搬送機構は、基板が搭載されたキャリアを搬送路に沿って
搬送するように構成されている（例えば、特許文献１乃至３参照）。具体的には、搬送路
にはキャリアの搬送方向に沿って多数のベアリングが配列されており、基板が搭載された
キャリアは、これらのベアリングに接することで搬送中の位置決めがなされるように構成
されている。
【０００３】
　このため、搬送路のベアリングの取付け位置に誤差が生じた場合、隣接するベアリング
との間に生じる段差が搬送中のキャリアに振動として伝わることになる。この振動が大き
いときには、キャリアに搭載された基板がキャリアのホルダーから脱落し、成膜装置の稼
働率の低下に繋がることがあった。
【０００４】
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　このような基板の脱落を防止するため、従来の基板搬送装置の調整においては、並列、
直線上に配列されたベアリングの円筒面上に面精度の良いフラットバーを当接させること
で、複数個のベアリングの円筒面上とフラットバーとの隙間を測定しながら、この隙間が
所定値以下になるまで搬送装置の調整を行っていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１９４４５１号公報
【特許文献２】特開平１１－０９１９４５号公報
【特許文献３】特開２００１－２０６５４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来のようなベアリングにフラットバーを当接させて隙間を観察する方
法では、作業者の技量によって調整の精度にバラツキが生じやすく、メンテナンスに長時
間を要するという問題があった。また、従来の方法では、微小な段差を検出することが困
難であるため、振動による搬送トラブルの早期解決が難しいという問題があった。さらに
、キャリアの振動で部品同士が摺接することで発生したパーティクルが製品歩留まりに悪
影響を与えるおそれがあった。
【０００７】
　本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、従来よりも高精度、且つ迅速に基板
搬送機構のベアリング間の段差を調整することで、装置稼働率、製品歩留まりの向上及び
メンテナンスコストの低減を図ることができるインライン式成膜装置の搬送振動監視装置
及び真空処理装置並びに搬送振動監視方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る搬送振動監視装置は、基板を搭載して真空処理装置を構成する複数のチャ
ンバーを貫通して配設された搬送路に沿って搬送されるキャリアに取付けられた加速度変
化を測定できる加速度センサと、前記搬送路側に取付けられ、前記キャリアが前記基板を
保持しているか否かを検出する基板落下検出手段と、前記加速度センサで測定された測定
値を処理するコンピュータと、を備える搬送振動監視装置であって、　前記コンピュータ
は、前記キャリアが搬送されている状態で前記加速度センサによって測定された測定値と
予め設定された加速度の第１基準値とを比較する第１振動判定ステップと、前記測定値が
前記第１基準値よりも大きいときに前記キャリアの搬送を停止する第１搬送停止ステップ
と、前記測定値と予め設定された加速度の第２基準値とを比較する第２振動判定ステップ
と、前記測定値が前記第２基準値よりも大きいときに前記キャリアに前記基板が保持され
ているか否かを前記基板落下検出手段を用いて確認する基板確認ステップと、前記基板確
認ステップにおいて前記キャリアに前記基板が保持されていないことが確認されたときに
前記キャリアの搬送を停止する第２搬送停止ステップと、を有する処理を行うことを特徴
とする。
 
【０００９】
　或いは、本発明に係る搬送振動監視方法は、基板を搭載して真空処理装置を構成する複
数のチャンバーを貫通して配設された搬送路に沿って搬送されるキャリアに取付けられた
加速度変化を測定できる加速度センサと、搬送路側に取付けられ、キャリアが基板を保持
しているか否かを検出する基板落下検出手段と、加速度センサで測定された測定値を解析
するコンピュータとを用いる搬送振動監視方法であって、キャリアが搬送されている状態
で加速度センサによって測定された測定値と予め設定された加速度の第１基準値とを比較
する第１振動判定ステップと、測定値が前記第１基準値よりも大きいときにキャリアの搬
送を停止する第１搬送停止ステップと、測定値と予め設定された加速度の第２基準値とを



(4) JP 5473591 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

比較する第２振動判定ステップと、測定値が第２基準値よりも大きいときにキャリアに基
板が保持されているか否かを確認する基板確認ステップと、基板確認ステップにおいてキ
ャリアに基板が保持されていないことが確認されたときにキャリアの搬送を停止する第２
搬送停止ステップと、を有し、第１基準値は、第２基準値よりも大きな加速度の値である
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、キャリア搬送時にキャリアに加わる振動を精度良く監視することが可
能となり、振動状態を数値化、可視化を行うが可能となることから、振動による搬送トラ
ブルの発生を効果的に予防することができるため、成膜装置の稼働率を上げることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係るインライン式成膜装置の概略図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るキャリアの概略図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る振動監視装置を用いた振動測定のフローチャート図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明について図面を参照して説明する。なお以下に説明する構成、部材は、
一例であって本説明に限定するものではない。
【００１３】
図１に示す装置は、インライン式成膜装置Ｓ（以下、成膜装置Ｓとする）の概略図であり
、基板６を供給するロードチャンバーＬＬ、基板を排出するアンロードチャンバーＵＬ、
キャリアＴを回転して向きを変えるコーナーチャンバーＣ、基板を処理するプロセスチャ
ンバーＳ１など、特定の機能を有する複数のチャンバーが矩形状に連結されて構成されて
いる。また、コーナーチャンバーＣにはストックチャンバーＳＴが連結されている。また
、成膜装置Ｓには、これらのチャンバー間で基板６（キャリアＴ）を搬送するための基板
搬送機構と、基板搬送時に基板に加わる振動（加速度）を測定するための搬送振動監視装
置が設けられている。
【００１４】
　基板搬送機構は、基板６を保持するキャリアＴと、キャリアＴを垂直姿勢に支持しなが
らスムーズに移動させる搬送路Ｒとを有して構成されている。搬送路Ｒは、搬送方向を回
転軸と一致させた磁気ネジとチャンバー内底面に固定されたメインレール９とを有して構
成されている。メインレール９には、キャリアＴを下方側から支持して円滑に搬送する複
数個のガイドローラ７が直線上に並べて取付けられている。
【００１５】
　図２にキャリアＴの模式図を示す。スライダー１の上側には基板６を保持できるホルダ
ー２が取付けられている。ホルダー２は、板ばねからなる３つの基板支持爪４を介して基
板６を保持することができ、キャリアＴを高速搬送する際に加わる加速度に対しても安定
して基板６を搬送することができる構造である。また、キャリアＴの側面には搬送路Ｒ側
に設けられた磁気ネジと磁気カップリングを形成可能な永久磁石（不図示）が取付けられ
ており、磁気ネジの回転に伴ってキャリアＴが進退動するように構成されている。
【００１６】
　キャリアＴの底面には、メインレール９側のガイドローラ７と接するキャリアレール８
が取付けられている。すなわち、キャリアＴが搬送路Ｒに沿って搬送される際には、メイ
ンレール９に取付けられたガイドローラ７とキャリアＴの底面に取付けられたキャリアレ
ール８とが接し、キャリアレール８に接したガイドローラ７が回転することでスムーズに
キャリアＴが移動することができる。また、ガイドローラ７は、キャリアＴを左右側から
挟むように支持できる位置にも配設されており、キャリアＴの水平方向の搬送位置を誘導
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している。
【００１７】
　また、キャリアＴには、後述する振動センサ５を固定するための略枠状のセンサホルダ
ー１０が、ホルダー２とは別体として設けられている。振動センサ５はネジ１１によって
センサホルダー１０に固定することができる。なお、キャリアＴへの振動センサ５の取付
け位置は上記に限定されることはなく、センサホルダー１０以外の部分に取付けてもよく
、例えば、ホルダー２やスライダー１に取付けることもできる。
【００１８】
　搬送振動監視装置は、振動センサ（加速度センサ）５を備えたキャリアＴと、測定デー
タの受信アンテナ１２と、ＰＣ（コンピュータ）１３とを有して構成されており、振動セ
ンサ５で測定したデータを発信アンテナ（３）と、受信アンテナ１２を経由してＰＣ１３
に保存することができる。
以下に、搬送振動監視装置を構成する各部材について説明する。
【００１９】
　振動センサ（加速度センサ）５は、キャリアＴが搬送中に受ける加速度を測定するセン
サであり公知のものを用いることができる。例えば、複数のガイドローラ７の取付け高さ
に段差がある場合には、キャリアＴが搬送路Ｒに沿って搬送される際に、キャリアＴはガ
イドローラ７の段差に応じた上下方向（垂直方向）の振動をメインレール９側から受ける
ことになる。振動センサ５を上下方向の振動測定可能に配置することにより、ガイドロー
ラ７の段差を加速度の変化として検出することができる。
【００２０】
　同様に、振動センサ５を搬送路Ｒの左右方向（水平方向）の振動を測定可能に配置する
ことにより、搬送路Ｒの左右側に位置するガイドローラ７のズレや、メインレール９の水
平方向の歪みを加速度の変化として検出することができる。また、搬送路Ｒの進退方向の
振動を測定可能に配置することにより、キャリアＴの停止・進行などの搬送動作を加速度
の変化として検出することができる。
【００２１】
　さらに、振動センサ５をキャリアＴの前側若しくは後側の偏った位置に配置することに
より、コーナーチャンバーＣでの回転時にキャリアＴに負荷される加速度の変化を検出す
ることができる。なお、上下方向、左右方向、進退方向の３軸方向の加速度を同時に測定
が可能な振動センサを用いると好適である。
【００２２】
　振動センサ５は内臓バッテリと発信アンテナ３（不図示）を内蔵しており、測定値を無
線で送信することができるように構成されている。発信アンテナから送信された測定値は
受信アンテナ１２によって受信することができる。受信アンテナ１２は大気側に配置され
ており、本実施形態においては各チャンバーが矩形状に連結されたインライン式成膜装置
Ｓの中側のスペース（中庭）に配置されている。
【００２３】
　受信アンテナ１２を中庭に配置することで搬送路Ｒ上のキャリアＴの位置にかかわらず
、発信アンテナからの測定値を受信することができる。また、受信アンテナ１２はＰＣ１
３と接続されている。ＰＣ１３によって測定値の分析が行われ、分析結果に応じた各種の
出力がＰＣ１３のモニタや所定の出力端子を介して行われる。
【００２４】
　図３に振動監視装置を用いた振動測定のフローチャートを示す。本実施形態においては
、振動センサ５を上下方向の振動を測定可能に配置された場合について説明する。まず、
基板搬送装置を動作させてキャリアＴの搬送を始める（Ｓ００１）。振動測定はキャリア
搬送（Ｓ００１）開始と同時に始める（Ｓ００２）。振動測定（Ｓ００２）では、振動セ
ンサ５で測定した加速度測定値ａを、送信アンテナ３と受信アンテナ１２を介してＰＣ１
３に取り込んでいる。また、加速度測定値は１ｍｓ以上の任意の設定時間毎にサンプリン
グすることができるものとする。
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【００２５】
　振動測定（Ｓ００２）を始めるまでに、加速度の基準値ｂ，ｃを設定しておく。基準値
ｂ（第１基準値）は直ちにメンテナンスが必要なレベルを超える大きな段差がガイドロー
ラ７間に生じているときにキャリアＴが受ける加速度の値であり、基準値ｃ（第２基準値
）は直ちにメンテナンスが必要なレベルではないが基板６が落下する可能性がある程度の
段差がガイドローラ７間に生じているときにキャリアＴが受ける加速度の値である。
【００２６】
　また、振動センサ５は、一定時間使用し内臓バッテリが切れてしまうと測定ができなく
なるため、ストックチャンバーＳＴに保持してある別の振動センサ搭載のキャリアＴと交
換する必要が生じる。そのため、振動センサ５に搭載されている内臓バッテリ（不図示）
で測定可能な上限時間（交換時間ｔ）を設定しておく。
【００２７】
　Ｓ００３で、加速度測定値ａを基準値ｂと比較する（第1振動判定ステップ）。
基準値ｂを超える振動数値（加速度）を検出した場合（Ｓ００３：ＹＥＳ）は、キャリア
の搬送を停止し（Ｓ００４：第１搬送停止ステップ）、ガイドローラ７間の調整など基板
搬送装置Ｔのメンテナンスを行う（Ｓ００５）。メンテナンス後、再度、キャリアの搬送
をＳＴＡＲＴさせる（Ｓ００１）。測定値が基準値ｂ以下の場合（Ｓ００３：ＮＯ）は、
Ｓ００６へ進む。
【００２８】
　Ｓ００６では、加速度測定値ａを基準値ｃと比較する（第２振動判定ステップ）。
基準値ｃを超える振動数値（加速度値）を測定した場合（Ｓ００６：ＹＥＳ）は、キャリ
アＴ（ホルダー）に基板６が搭載されているか否か、すなわち基板６の有無を確認する（
Ｓ００７：基板確認ステップ）。キャリアＴが受けた振動によって基板６が落下した可能
性があるからである。基板６の落下を確認した場合（Ｓ００７：ＹＥＳ）には、キャリア
Ｔの搬送を停止し（Ｓ００８：第２搬送停止ステップ）、ガイドローラ７間調整など基板
搬送装置の調整を行う（Ｓ００９）。
【００２９】
　基板６が落下していないことを確認した場合（Ｓ００７：ＮＯ）には、振動測定を継続
する（Ｓ００2へ）。また、測定値が基準値ｃ以下の場合（Ｓ００６：ＮＯ）は、Ｓ０１
０へ進む。なお、Ｓ００４及びＳ００８にて基板搬送を停止するときは、異常な加速度を
検出したキャリアＴの識別番号と、検出位置（チャンバーの識別記号）がＰＣ１３のモニ
タに表示される。
【００３０】
　Ｓ００７で行う基板６の有無の確認は、プロセスチャンバーＳ１内の基板６が通過する
高さに設置された光センサ（基板落下検出手段）を用いて行う。すなわち、基板搬送をス
タートさせてホルダー１が光センサーの間を通過した際の遮光時間若しくは光検出パター
ンなどを測定しておき、遮光時間が所定以上に長い場合若しくは光検出パターンが所定パ
ターンである場合は、基板６が保持されていると判断される（Ｓ００７：ＮＯ）。一方、
遮光時間が所定時間以下の場合若しくは光検出パターンが特定パターンである場合は、基
板６が落下したと判断され（Ｓ００７：ＹＥＳ）、搬送を停止し（Ｓ００８）、基板搬送
装置のメンテナンスを行う（Ｓ００９）。なお、本実施形態においては基板有無確認用の
光センサは各チャンバーに設置されている。
【００３１】
　Ｓ０１０で、振動測定Ｓ００２開始してからの経過時間ｘ（連続測定時間）を交換時間
ｔ（基準時間）と比較する。経過時間ｘが交換時間ｔに達した場合（Ｓ０１０：ＹＥＳ）
には、それまで振動測定に使用していたキャリアＴをストックチャンバーＳＴに収容し、
代わりにストックチャンバーＳＴ内に格納されている別の振動センサ５付きのキャリアＴ
と交換する（Ｓ０１１）、その後、振動測定を再開する（Ｓ００１）。
【００３２】
　本発明に係る振動監視装置及び成膜装置Ｓを用いることで、キャリア搬送時にキャリア
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Ｔに加わる振動を精度良く監視することが可能となり、振動状態を数値化、可視化を行う
が可能となることから、精度の高いメンテナンスが短時間で可能となり、その結果、キャ
リア搬送時の振動による搬送トラブルの発生を効果的に予防することができ、成膜装置の
稼働率の向上を図ることができる。
【符号の説明】
【００３３】
Ｓ　インライン式成膜装置
Ｒ　搬送路
Ｓ１　プロセスチャンバー
ＳＴ　ストックチャンバー
ＬＬ　ロードチャンバー
ＵＬ　アンロ－ドチャンバー
Ｃ　コーナーチャンバー
Ｔ　キャリア
１　スライダー
２　ホルダー
３　発信アンテナ
４　基板支持爪
５　振動センサ（加速度センサ）
６　基板
７　ガイドローラ
８　キャリアレール
９　メインレール
１０　センサホルダー
１１　ネジ
１２　送信アンテナ
１３　ＰＣ
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